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１．当社紹介



会社概要

3

商 号 野村不動産ソリューションズ株式会社

設 立 2000年11月6日（2001年4月1日営業開始）

資本金 10億円

株 主 野村不動産ホールディングス株式会社（100％）

従業員数 1,866名（2023年4月1日現在）

事業内容
個人向け不動産仲介事業・法人向け不動産仲介事業・
保険代理店事業・銀行代理業・不動産情報サイト運営事業

本社所在地 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル

宅地建物取引業者免許 国土交通大臣（５）第６１０１号

当社紹介



個人向け不動産仲介事業のご紹介
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当社紹介
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野村不動産グループのご紹介

当社紹介



店舗マップ（2024年3月1日現在）
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詳細はこちらのURLよりご覧いただけます https://www.nomu.com/branch/

首都圏（76店舗）

名古屋（1店舗）

関西（11店舗）

当社紹介

https://www.nomu.com/branch/
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２．不動産業における「空き家」問題の位置づけ



不動産業ビジョン2030 概要
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（ビジョンの主な概要）

○ 2030年頃までの間に想定される社会経済情勢の変化として、

「少子高齢化・人口減少の進展」、

「空き家・空き地等の遊休不動産の増加・既存ストックの老朽化」、

「働き方改革の進展」、「新技術の活用・浸透」など9項目を掲げています。
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◆民の役割

◆官の役割

不動産業ビジョン2030 官・民の役割
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３．空き家の現状



空き家の現状
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詳細は［ ノムコム CRE ] で 検索



空き家の現状

12

＜空き家の状況＞

＜空き家から発生する売却物件＞

・平成30年（2018年）の全国空き家率は13.6％、
➡空き家率が改善された地域もある

・全国の「空き家」の売却用の住宅は、
売り出し中29.3万戸、潜在的な売却住宅が14.1万戸
➡売り圧力が売買市場に大きなインパクトを与える可能性



空き家の現状
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4.5％

51.0％

3.5％

41.1％

＜空き家の定義＞

・二次的住宅…①別 荘：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される

住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅

②その他：ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに

寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅

・賃貸用の住宅…新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅

・売却用の住宅…新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅

・その他の住宅…上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため

居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために 取り壊すことに

なっている住宅など（空き家の区分の判断が困難な住宅を含む）



空き家の現状
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【図表Ⅰ-１】住宅・土地統計調査における「住宅」の区分

住宅 居住世帯のある住宅 持ち家

62,407 53,616 32,802

― 借家

19,065

― 居住世帯のない住宅 一時現在者のみの住宅

8,791 217

― 空き家 二次的住宅

8,489 381（４.５％）

― 売却用の住宅

293（３.５％）

― 賃貸用の住宅

4327（５１.０％）

― その他の住宅

3487（４１.１％）

― 建築中の住宅

86

・一時現在者のみの住宅… 昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこにふだん居住している者が一人もいない住宅 

単位：千戸

端数処理のため合計が１００％にならない

出所：総務省「平成３０年住宅・土地統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成

・建築中の住宅…住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが、戸締まりができるまでにはなっていないもの

＜住宅・土地統計調査における「住宅」の区分＞



ⅲ．平成３０年空き家率ワースト５

①平成３０年

総住宅数

②平成３０年

空き家率

③平成２５年

空き家率

④改善率

（②/③）

⑤賃貸住宅

総戸数
⑥入居戸数 ⑦空き戸数  ⑧空き家率

⑨民間賃貸

の割合

（⑤/①）

山梨県 423 21.3% 22.0% 3.2% 77 53 25 31.8% 18%

和歌山県 484 20.3% 18.1% -12.2% 82 56 25 30.9% 17%

長野県 1,009 19.5% 19.8% 1.5% 178 134 44 24.8% 18%

徳島県 381 19.4% 17.5% -10.9% 77 56 21 27.3% 20%

高知県 392 18.9% 17.8% -6.2% 78 60 18 22.5% 20%

鹿児島県 880 18.9% 17.0% -11.2% 168 130 39 23.0% 19%

※総戸数には一戸建、長屋建を含まない

民間賃貸住宅の空き家の状況※

出所：総務省「平成 30 年住宅・土地統計調査　住宅数概数集計

全国賃貸住宅経営者協会連合会「民間賃貸住宅（共同住宅）戸数及び空き戸数並びに空き室率の推計

より野村不動産ソリューションズ作成

住宅の空き家の状況

空き家の現状
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平成３０年空き家率トップ５

平成３０年空き家率ワースト５

✓ 空き家率の低いトップ５は
すべて改善傾向

✓ 山梨県は空き家活用ビジネスへ
の補助金制度の策定

✓ 長野県が売買時にインスペクショ
ンに対する補助金制度の創設



空き家の現状
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＜用途別空き家の築年数＞ ＜空き家にしておく理由＞

築40年を超える～1980年が69％、
賃貸用が56.9％・その他が77.5％

✓ 補助金のさらなる導入
✓ 建築時に解体費用をプールする仕組
みづくり？
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【図表Ⅰ-６】建築年代別の住宅ストック総数（千戸）

借家（共同） 借家（戸建） 持ち家（戸建） 持家共同

1981年以降に建築された住宅は36,0120千戸

とくに1990年代が多い1980年以前に建築された

住宅は11,610千戸（全

体の２４％）

計４７,６２２千戸

空き家の現状
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＜建築年代別の住宅ストック数＞

1980年以前に建築された
住宅は11,610千戸
（全体の24％)

※築年不詳のものは参入していないため、ストック62,407千戸の76％＝47,622千戸の集計

✓ 住宅ストック総数は40年を
超える～1980年以前のも
のが24％

✓ 供給のピークであった1990
年代は10年間で1,000万
戸超のストックがある

↓

✓ それらが築40～を迎える10
年、20年後には大きな社会
問題となることが懸念される



空き家の現状

18

＜築後30，40，50年超の分譲マンション数＞
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４．当社データ 空き家の売買



＜売り出し中物件の空き家比率＞
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空き家

69%

居住中

23%

賃貸中

8%

野村不動産ソリューションズ㈱社内データ調べ
・当社運営不動産情報サイト「ノムコム」登録データ（2024年1月3日時点）
・物件区分：中古マンション・中古一戸建・中古タウンハウス・ 中古テラスハウス

中古

マンション

中古

戸建て

中古

タウンハウス

中古

テラスハウス
合計 ％

空家 10091 1070 3 13 11177 69%

居住中 2876 909 5 4 3794 23%

賃貸中 1220 33 2 1255 8%

合計 14187 2012 8 19 16226 100%

当社データ 空き家の売買



＜成約物件の空き家比率（マンション・中古戸建）＞

21

野村不動産ソリューションズ㈱社内データ調べ
・成約物件データ
・物件区分：マンション（区分所有）・中古戸建（7369件）
・期間：2022年4月1日～2023年3月31日

空き家・古屋

49%居住中・使用中

45%

賃貸中

6%

その他 0%

マンション 戸建 合計 ％

空き家・古屋 2879 691 3570 48.4%

居住中・使用中 2756 585 3341 45.3%

賃貸中 385 46 431 5.8%

その他 23 4 27 0.4%

合計 6043 1326 7369 100%

当社データ 空き家の売買



＜空き家・古家の売却理由＞
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相続、高齢化への備え、
施設入居のため・・・18％

事業用 819 23%

家への不満（狭い・古い等） 718 20%

高齢化への備え 312 9%

家族数の増加 310 9%

結婚 120 3%

＜参考＞
空き家・古屋の購入理由 上位5項目

野村不動産ソリューションズ㈱社内データ調べ
・成約物件データ
・物件区分：マンション（区分所有）・中古戸建（7369件）
・期間：2022年4月1日～2023年3月31日

現金化 960 27%

事業用 613 17%

相続 335 9%

家への不満（狭い・古い等） 263 7%

高齢化への備え 205 6%

転勤（通勤） 204 6%

家族数の増加 137 4%

家族数の減少 90 3%

施設入居のため 69 2%

学校の関連（通学） 42 1%

結婚 33 1%

投資用 22 1%

独立 6 0%

その他・不明 591 17%

合計 3570 100%

当社データ 空き家の売買



＜物件所在エリア（空き家・古家）＞
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東京都

59%

神奈川県

16%

大阪府

7%

埼玉県

6%

千葉県

5%

兵庫県

4%

愛知県

2%

京都府

1%
滋賀県

0%

東京都 2113 59.2%

神奈川県 566 15.9%

大阪府 258 7.2%

埼玉県 222 6.2%

千葉県 161 4.5%

兵庫県 134 3.8%

愛知県 56 1.6%

京都府 42 1.2%

滋賀県 7 0.2%

その他 11 0.3%

合計 3570 100%

野村不動産ソリューションズ㈱社内データ調べ
・成約物件データ
・物件区分：マンション（区分所有）・中古戸建（7369件）
・期間：2022年4月1日～2023年3月31日

当社データ 空き家の売買
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＜成約価格帯（空き家・古家）＞

24

野村不動産ソリューションズ㈱社内データ調べ
・成約物件データ
・物件区分：マンション（区分所有）・中古戸建（7369件）
・期間：2022年4月1日～2023年3月31日

（件）

～3000万円未満 871 24%

3000万円～6000万円未満 1419 40%

6000万円～9000万円未満 731 20%

9000万円～12000万円未満 246 7%

12000万円～15000万円未満 116 3%

15000万円以上 187 5%

合計 3570 100%

当社データ 空き家の売買
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５．不動産売買の流れ
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◆不動産の売却期間は
3～6か月がめやす

〇不動産の売却期間は、平均的に3～6か月
と言われています。

〇このうち、マンションのほうが売れやすく
3か月程度、 戸建ては6か月程度となるのが
一般的です。

不動産売買の流れ
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＜戸建て住宅とマンションの流動性について＞

不動産売買の流れ



ご相談後の流れ①（ご相談～媒介まで）
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STEP

１

STEP

２

STEP

３

売却相談

ご売却を考えられるご事情やスケジュールによって、ご売却方法が変わってきます。
所有不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、
また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、
お客様それぞれの状況にあった売却方法を検討します。

営業担当者はがご売却物件の現地に伺い、室内状況や眺望、近隣環境等を確認します。
また、市場調査・売り出し事例・成約事例・建築法規・権利関係などの調査を基に、
客観性の高い不動産査定を実施します。

売却物件の調査・査定

査定結果のご報告、および売却方法のご提案をさせていただきます。
その後、お客様と当社の間で媒介契約を締結し、売却活動を開始します。

媒介契約

約２週間
～

１か月

不動産売買の流れ



ご相談の流れ②（売却活動～契約・引き渡し）
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STEP

４

STEP

５

STEP

６

売却活動

当社では、不動産情報サイト「ノムコム」ほか、さまざまな広告媒体や情報ルートを通じて
物件情報を告知し、購入希望者を探していきます。

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件等の調整を行い、条件が合致に至った後に
不動産の売買契約を締結します。

売買契約の締結

残代金の授受と同時に所有権の移転、物件（鍵）の引渡しを行い、取引完了となります。

残代金決済・引渡し

約3か月
～
半年

不動産売買の流れ
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不動産売買の流れ



31

不動産売買の流れ
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不動産売買の流れ
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不動産売買の流れ
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６．空き家が将来的に不動産市場へ与える影響
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空き家の現状（東京都）
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空き家バンク登録物件

平均価格 506万円

空き家の現状（高知県）



低廉な空き家等の報酬（仲介手数料）上限額
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低廉な空き家等の売買・交
換の媒介等に際し、通常の
売買の媒介等と比較して現
地調査等の費用を要するも
のについては、現行の報酬上
限額に加えて、当該現地調
査等に要する費用相当額を
合計した金額18万円（消費

税相当額を含まない。）を
上限に受領できるとされてお
ります。

なお、当該現地調査等に要
する費用相当額は、媒介契
約の締結に際し、予め報酬
額について空き家等の売主
等である依頼者に対して説
明し、両者間で合意する必
要があるとされております
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既存住宅の建物評価について
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販売手法の選択肢・・・買取再販業者への売却
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７．不動産売却を検討するうえでの第一歩



41

不動産売却を検討するうえでの第一歩 ～売り出し物件から価格を調べる～
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不動産売却を検討するうえでの第一歩 ～売り出し物件から価格を調べる～
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不動産売却を検討するうえでの第一歩 ～公的データから価格を調べる～
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不動産売却を検討するうえでの第一歩 ～公的データから価格を調べる～
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不動産売却を検討するうえでの第一歩 ～不動産会社に価格査定依頼をする～
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不動産売却を検討するうえでの第一歩 ～不動産会社に価格査定依頼をする～



売却のタイミングは
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現在の「空き家」から発生する売却物件について

Ⅰ．現在の売却物件の確認
総務省「住宅・土地統計調査」によれば、空き家のうち売却用の住宅（戸数ベース）は
全国で２９３千戸、空き家のうち３.５％を占める。

Ⅱ.現在の空き家の中の潜在的な売却物件数の検討
「売却用」の区分以外で、今後の利用意向を「売却」と答えた回答数は２４２。
その数は元々「売却用」であるとの回答数５００に対し４８％となる大きな数値。
➡この結果、今は売却用としていないが潜在的な売却物件として現在の売却物件の
４８％の量があると想定、下記の通り算出することができる。

・潜在的な売却用の住宅：Ⅰ「売却用の住宅」２９３千戸×４８％＝１４１千戸

・潜在的売却物件を含めた売却用の住宅：（２９３＋１４１）千戸＝４３４千戸
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潜在的な売却物件が市場に与える影響

✓ 空き家の中で潜在的な売り物件は１４１千戸、

年間販売件数の既存住宅・土地２５０千件に対しては５６％の比率と想定。

➡単年で全て処分されるわけではないので、これらが５年かけて消化されるのであれば

年間１１％（５６％÷５年）、決して無視できない規模の売却希望物件の増加。

✓ 全国平均より空き家率が高い地域は上記よりもより強いインパクトを受ける可能性があり、

流通が滞れば地価の下落へとつながることが予想される。

✓ 流通量の増加や購入需要量、それらに起因する価格の変化の程度も地域により異なる

と思われるが、長期にわたり売却物件の増加傾向が続くということが市場のコンセンサ

スとなると、大幅な価格下落傾向となる場所もあると思われる。

売却のタイミングは
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コーポレートサイト ：https://www.nomura-solutions.co.jp/
野村の仲介＋（個人向け不動産仲介サービス） ：https://www.nomu.com/plus/
ノムコム （不動産情報サイト）：https://www.nomu.com/
AI ANSWER Plus（チャット相談） ：https://www.nomu.com/answer/

＜ご案内＞本セミナーでご紹介した各事業・サイト

＜お問い合わせ先＞

野村不動産ソリューションズ株式会社 経営企画部

https://www.nomura-solutions.co.jp/enquete/inquiry_ent.php?division=0

＊上記の二次元コードまたはお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

https://www.nomura-solutions.co.jp/
https://www.nomu.com/plus/
https://www.nomu.com/
https://www.nomu.com/answer/
https://www.nomura-solutions.co.jp/enquete/inquiry_ent.php?division=0
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ご清聴ありがとうございました。
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